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○ 広島市消費生活センターが平成２７年度に受けた消費生活相談は８，４９８件で前年度に

比べ８４１件減少した。その中で架空請求・不当請求の相談件数は１２７件減少し、１，５

７３件となった。 

○ 契約当事者の年齢別では、６０歳以上の割合は３７．８％と依然として高水準ではあるも

のの、２年ぶりに４割を下回っており（２，９６４件⇒２，３７５件、５８９件減）、総件数

が減少した要因と考えられる。一方、５０歳代以下の全ての年代において相談割合が上昇し

た。 

〇 平成２７年度の特徴として、インターネット通信サービス（主に光ファイバー通信契約や

プロバイダ契約など）や移動通信サービス（携帯電話やスマートフォン、モバイルデータ通

信サービスなど）に関する相談が増加している。一方、ファンド型投資商品に関する相談の

減少幅が大きく（２２２件⇒７１件、１５１件減）、総件数が減少した要因の１つと考えられる。 

○ 商品・役務別では、多いものから順に「放送・コンテンツ等」（１，８２８件）、「レン

タル・リース・貸借」（５７２件）、「インターネット通信サービス」（４７５件）となっ

た。 

平成２７年度(2015 年度)消費生活相談の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 相談件数の推移 

 

平成２７年度に広島市消費生活センターに寄せられた相談件数は８，４９８件となっており、前

年度に比べ８４１件（９．０％）の減少となった。このうち、架空請求・不当請求に関する相談は、

ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）やメール、ハガキを悪用した架空請求が依然として多く、 

前年度（１，７００件）に比べて１２７件（７．５％）減少したものの、１，５７３件となった。 

また、架空請求・不当請求を除いた相談件数は６，９２５件で、前年度に比べ７１４件

（９．３％）減少した。このうち、減少数の大きい項目はファンド型投資商品に関する相談（２２

２件⇒７１件、１５１件減）であった。 

 

11,715
10,986

9881
9,336

9,016
9,222

9,044

9,709
9,339

8,498
7,601 7,420 7,720 7,908 7,719 7,860 7,899

8,437

7,639

6,925

0

5,000

10,000

15,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

件 図表１．消費生活相談の推移

総件数

架空請求・不当請求を除いた件数

総  括 

資料１－２ 



２ 

 

２ 相談方法別の相談件数 
 

○  電話による相談は７，０２３件と全体の８２．６％を占め、来所による相談は１，４６３件と

全体の１７．２％を占めている。 

 
 

 

３ 相談内容の内訳 
 

○ 契約や商品についての苦情が相談件数全体の大部分を占めている。 
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４ 契約当事者の性別・年齢別件数 

 

(1) 性別構成 

 性別で見ると、女性の割合が５２．４％で、前年度に比べて１．０ポイント減少している。 

 

(2) 高齢者に関する相談割合の推移 

近年、本市における６０歳以上の人口割合は増加を続けているが、平成２７年度では年齢不明

分を除いた年齢別構成で３７．８％と、２年ぶりに４割を下回った。しかしながら７０歳以上は

１，４１２件と年代別の相談件数は最も多い。 

 

 (3) 若年者に関する相談割合の推移 

平成２７年度は３０歳未満の相談割合をはじめとし、５０歳代以下の全ての年代において相談

割合が上昇している。（２０歳未満：０．３ポイント上昇し３．７％、２０歳代：０．９ポイン

ト上昇し１１．９％、３０歳代：０．９ポイント上昇し１５．２％、４０歳代：１．２ポイント

上昇し１８．５％、５０歳代：０．８ポイント上昇し１２．９％） 

これはインターネット通信サービス（主に光ファイバー通信契約やプロバイダ契約など）や移動

通信サービス（携帯電話やスマートフォン、モバイルデータ通信サービスなど）に関する相談が増加

していることが要因と考えられる。 
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５ 商品・役務別相談件数 

 
図表７．相談件数の上位１０位の相談件数と相談内容                （単位：件） 

順位 昨年度順位 区    分 27 年度 26 年度 前年度比 主 な 内 容 

１ １ 放送・コンテンツ等 1,828 1,922 
▲94 件 

▲4.9％ 

インターネット上の架空・不当請求のほか、

出会い系サイトやオンラインゲーム、公共放

送の契約や勧誘方法に関する相談など 

２ ２ 
レンタル・リース・

貸借 
572 633 

▲61 件 

▲9.6％ 

賃貸アパートの契約や修理費、敷金の返還に

関するトラブルなど 

３ ６ 
インターネット通信

サービス 
475 451 

＋24 件 

＋5.3％ 
光ファイバー通信契約やプロバイダ契約など 

４ ３ 商品一般 416 532 
▲116 件 

▲21.8％ 

個別の区分として分類できない商品・サービ

スに係る消費生活相談。料金未納などと記載

された架空請求葉書や店の対応に関する苦情

など 

５ ４ 相談その他 412 499 
▲87 件 

▲17.4％ 
消費生活相談以外の相談。交通事故や貸

金の回収など契約以外の民事相談 

６ ５ 融資サービス 343 474 
▲131 件 

▲27.6％ 
多重債務・ヤミ金融など 

７ １０ 移動通信サービス 302 171 
＋131 件 

＋76.6％ 

携帯電話やスマートフォン、モバイルデータ

通信サービスなど 

８ ８ 役務その他 246 254 
▲8 件 

▲3.1％ 

金融商品やワンクリック請求の被害回復をう

たうサービス、結婚相手紹介サービス、祈と

うサービスなど 

９ ７ 工事・建築・加工 229 260 
▲31 件 

▲11.9％ 

住宅の不具合や、屋根、床下、塗装、リフォ

ーム工事など 

１０ １２ 健康食品 166 128 
＋38 件 

＋29.7％ 

通信販売に係る解約や定期購入等の契約内容

に関するトラブルなど 

 

 (1) 相談件数の多いものの概要 

①放送・コンテンツ等 

相談件数が最も多かったのは６年連続で「放送・コンテンツ等」であり、前年度からは９４件

減少したものの、１，８２８件と高い数値を示している。このうち、１，４５３件（７９．５％）

がアダルトサイトやメールなどによるデジタルコンテンツの架空請求・不当請求によるものであ

る。これは、架空請求・不当請求に関する全相談件数１，５７３件のうち、９２．４％を占める

ものであり、近年の架空請求・不当請求は、ほとんどがインターネットに関連するという特徴が

ある。その他の「放送・コンテンツ等」における相談では、公共放送の契約や勧誘方法に関する相

談が多く、出会い系サイトや未成年者などのオンラインゲームの課金によるトラブルも目立って

いる。 

【相談事例１】 

  スマホでアダルトサイトを閲覧しようと再生ボタンを押したところ、急にシャッター音がし

て突然登録になり、３０万円の請求を受けた。驚いてサイトへ電話をしたところ、「取り消し

は出来ない。本日なら特別に１５万円だが、それ以降は通常料金を請求する」と言われ怖くな

り支払うことにした。支払方法は、コンビニで通販サイトの電子プリペイドカードを購入し、

ＰＩＮコードを連絡するよう言われた。（４０歳代、女性） 

 

【相談事例２】 

スマホに利用した覚えのない、有料情報番組の料金督促のＳＭＳが届いた。債権回収会社を

名乗っており、『このまま放置すると法的措置をとる』とか弁護士名をちらつかせている。ど

のように対応したらよいだろうか。（４０歳代、女性） 
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【相談事例３】 

 携帯電話に『知り合いかもしれない』というメールが女性から届いた。結局人違いだったが、

せっかくだから無料のサイトに登録して連絡先を交換しようと持ちかけられた。無料とうたっ

ていたが、途中から有料になり、登録料や個人情報を交換するための文字化け解除料など、

次々と支払いを要求されている。（５０歳代、男性） 

 

【相談事例４】 

クレジットカード会社から突然『立て続けに利用請求がある。身に覚えがあるか。』と連絡

があった。私は普段クレジットカードを使わないので、その旨を伝えた。第三者の不正利用の

可能性があることから請求元に問い合わせたところ、オンラインゲームのアプリや課金に係る

請求であることが判明した。小学生の息子に尋ねると、クレジットカードを使ってゲームのア

イテムを購入していたことが分かった。取消しはできないだろうか。（４０歳代、女性） 

 

  ②レンタル・リース・貸借 

   次に多く寄せられた相談は「レンタル・リース・貸借」となった。前年度から６１件減少した

ものの、５年連続で第２位となった。このうち賃貸住宅の敷金返還と退去の際の修繕費用の請求、

賃貸住宅の修繕に関する相談などが多く、その他に貸衣装の契約や電気温水器や給湯設備のリー

ス契約、レンタカー契約についての相談が寄せられた。 

  

【相談事例１】 

    借家を退去し、しばらくして敷金が戻らないばかりか修理代の見積もりが届いた。クロスの

張替えや畳の表替え、ハウスクリーニングで６０万円もの請求を受けている。不動産業者の担

当者には「敷金の範囲内でおさめる」と説明を受けていたのに、どうも家主が納得しなかった

ようだ。もう清算は終わったかと思い、契約書は処分してしまった。（３０歳代、男性） 

 

【相談事例２】 

店舗で強く勧められ、娘の成人式用の貸衣装の契約をした。事情があってキャンセルを申し

出たら高額な解約料を請求された。成人式は再来年でありまだ利用日まで１年以上あるのに納得

できないと主張したが「契約書の通り支払ってもらいます」と言われた。 （４０歳代、女性） 

 

  ③インターネット通信サービス（プロバイダの遠隔操作による変更契約等） 

   第３位は「インターネット通信サービス」で平成２５年度が２４８件、平成２６年度が４５１

件、平成２７年度は４７５件と増加傾向にある。これは遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラ

ブルや平成２７年２月から光回線サービスの卸売が開始したことで、主に新規参入業者などの事

業者の販売攻勢が強まり、契約及び解約に関する相談が増加していることが一因と考えられる。

主な相談内容は、光ファイバー通信契約やプロバイダの契約及び解約に関する相談が大半である。 

相談内容は、あたかも現在契約している通信事業者であるかのように名乗り「月々の料金が安

くなる」と勧誘し、口頭で承諾を得た後すぐに遠隔操作でプロバイダの変更設定をするというも

のが一例として挙げられる。勧誘する事業者の十分な説明がないことが原因であり、消費者はプ

ロバイダの変更契約であったことを理解しておらず、登録完了通知が届いて初めて判明するケー

スが多い。電気通信に関する契約は電話勧誘でもクーリング・オフの適用が無いことがトラブル

の解決を困難にしてきたが、改正電気通信事業法が平成２８年５月２１日に施行されたことに伴

い初期契約解除制度が導入されたことにより、今後消費者保護ルールの浸透が期待される。 

 

【相談事例１】 

    大手電話会社からの電話だと勘違いし、プロバイダ料金が安くなるとの電話勧誘を受けた。

新料金プランかと思い遠隔操作で変更手続きを行った。後日請求書を見ても安くならないため

大手電話会社に連絡したところ、別の業者と契約していることがわかった。説明と異なるので

解約して元に戻して欲しいと連絡したが、違約金を請求されている。（４０歳代、男性） 
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  【相談事例２】 

    インターホン越しに「賃貸マンションの設備のこと」と言われたので不動産業者かと思い、

オートロックを解除した。部屋に来た者は名前も名乗らず、「光回線プランを変えないといけ

ない」と言う。勧誘とわかったので不要の旨伝えたが、いつまで経っても帰らず強引に勧誘す

るため、帰ってもらうために契約書に署名した。契約を取り消したい。（２０歳代、男性） 

 

  ④商品一般 

   第４位は「商品一般」で前年度に比べて１１６件（２１．８％）減少し、４１６件となった。

このうち、架空請求・不当請求によるものは前年度に比べて６２件減少し５１件となった。その

他では、公的機関を語った不審な電話や「不用品を買い取る」など、個別の区分として分類でき

ない商品やサービスに係る消費生活相談が寄せられた。 

 

【相談事例１】 

    不用品買取業者から「不用品があれば何でも買い取る。」と電話がかかり、後日訪問があっ

た。処分したい洋服やバッグがあったため、買取してもらった。それで終わりかと思っていた

ら、「貴金属は無いか。」と強引に勧誘された。売る気がないのに、その後もしつこく電話を

かけてくる。（４０歳代、女性） 

     

【相談事例２】 

    『消費者総合トラブル受付センター』から葉書で請求裁判最終通告書というものが届いた。

「被告」「訴訟」「差し押さえ」などと書いてあり、異議申立があれば５日以内に電話しない

と財産の差押さえをすると記載されている。相手に連絡をしたほうが良いか。（７０歳代、男

性） 

 

  ⑤相談その他 

   消費生活相談以外の相談。交通事故や貸金の回収など契約以外の民事相談。原則、他機関を照

会したもの。 
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 (2) 年齢別の特徴 
○ ７０歳以上を除いた全ての年齢層で「放送・コンテンツ等」が最多の相談件数となってい

る。スマートフォンの普及などによりインターネットがより身近なものになったことが背景

と考えられる。特に２０歳未満では「放送・コンテンツ等」が全相談件数の６０％を超えて

２位以下を大きく引き離しており、アダルトサイトのワンクリック請求やオンラインゲーム

の課金に関する相談が目立っている。 

○ 「レンタル・リース・貸借」は、賃貸住宅における敷金や預り金の返還に関する相談が多

いことから、２０～５０歳代までの年齢層において全て３位以内に入っている。 

○ 「インターネット通信サービス」の相談件数は、３０～５０歳代において昨年度比で１．

５倍～１．７倍と増加率が高くなっている一方、６０歳代以上は減少に転じている。 

〇 「健康食品」については前年度においては全世代において上位５位にはランクインしてい

なかったが、平成２７年度では２０歳未満及び７０歳以上で急増している。 

○ ７０歳以上においては、前年度に「ファンド型投資商品」（いわゆる劇場型勧誘による

「買え買え詐欺」の相談）が１５４件と急増していたが、平成２７年度は４０件（第９位）

まで減少した。 

 

図表９．年齢別相談件数の上位５位                      （単位：件） 

年齢別 

件数 
年度 

順位 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位  

件数 

２０歳 

未満 

２６ 
 

放送・コンテ

ンツ等 
相談その他 

レンタル・ 

リース・貸借 
商品一般 

インターネッ

ト通信サービ

ス 

２４３ １７３ ７ ５ ４ ４ 

２７ 
 

放送・コンテ

ンツ等 
健康食品 教室・講座 役務その他 

レンタル・ 

リース・貸借 

２３０ １３９ １３ １０ ６ ５ 

２０歳

代 

２６ 
 

放送・コンテ

ンツ等 

レンタル・ 

リース・貸借 
理美容 融資サービス 相談その他 

７７８ ２３３ ５９ ５８ ４４ ２６ 

２７ 
 

放送・コンテ

ンツ等 

レンタル・ 

リース・貸借 

移動通信 

サービス 
理美容 融資サービス 

７５０ ２０２ ７３ ５９ ５３ ４０ 

３０歳

代 

２６ 
 

放送・コンテ

ンツ等 

レンタル・ 

リース・貸借 
融資サービス 相談その他 

インターネッ

ト通信サービ

ス 

１，０１１ ２９３ １１３ ７１ ４０ ３２ 

２７ 
 

放送・コンテ

ンツ等 

レンタル・ 

リース・貸借 

インターネッ

ト通信サービ

ス 

融資サービス 
移動通信 

サービス 

９５６ ２３０ １０３ ４９ ４２ ３７ 

４０歳

代 

２６ 

１，２２７ 

放送・コンテ

ンツ等 

レンタル・ 

リース・貸借 
融資サービス 

インターネッ

ト通信サービ

ス 
商品一般 

３８７ ７９ ７２ ５９ ４８ 

２７ 
 

放送・コンテ

ンツ等 

インターネッ

ト通信サービ

ス 

レンタル・ 

リース・貸借 

移動通信 

サービス 
融資サービス 

１，１６１ ３６８ ８７ ７８ ５３ ５１ 

 

 



９ 

 

年齢別 

件数 
年度 

順位 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位  

件数  

５０歳

代 

２６ 

 

 

放送・コンテ

ンツ等 

レンタル・ 

リース・貸借 
融資サービス 商品一般 

インターネッ

ト通信サービ

ス 

８５７ ２１５ ５６ ４９ ４６ ３９ 

２７ 

 

 

放送・コンテ

ンツ等 

インターネッ

ト通信サービ

ス 

レンタル・ 

リース・貸借 
融資サービス 商品一般 

８０８ ２３０ ６７ ４０ ４０ ３８ 

６０歳

代 

２６ 

 放送・コンテ

ンツ等 

インターネッ

ト通信サービ

ス 

商品一般 融資サービス 
レンタル・ 

リース・貸借  

１，１４１ ２５３ ８７ ７９ ６３ ４８ 

２７ 
 

放送・コンテ

ンツ等 

インターネッ

ト通信サービ

ス 

融資サービス 商品一般 
レンタル・ 

リース・貸借 

９６３ ２２４ ６３ ５３ ４９ ４３ 

７０歳

以上 

２６ 

 

 

１，８２３ 

商品一般 ファンド型 放送・コンテ

ンツ等 

インターネッ

ト通信サービ

ス 

相談その他 

 投資商品  

１８０ １５４ １５３ １１７ １０７ 

２７ 

 

 

 

商品一般 
放送・コンテ

ンツ等 

インターネッ

ト通信サービ

ス 
健康食品 相談その他 

１，４１２ １４０ １３９ ８８ ７０ ６６ 

年齢 

不明 

２６ 

 レンタル・ 
リース・貸借 

放送・コンテ

ンツ等 
相談その他 商品一般 融資サービス 

 

２，２５９ ２２５ ２１５ ２１０ １２５ １２１ 

２７ 
 

放送・コンテ

ンツ等 
相談その他 

レンタル・ 

リース・貸借 
商品一般 

インターネッ

ト通信サービ

ス 

２，２１８ ２９６ ２０８ １９０ ９５ ９３ 

合 計 

２６ 
 

９，３３９ 

放送・コンテ

ンツ等 

レンタル・ 

リース・貸借 
商品一般 相談その他 融資サービス 

１，９２２ ６３３ ５３２  ４９９ ４７４ 

２７ 
 

放送・コンテ

ンツ等 

レンタル・ 

リース・貸借 

インターネッ

ト通信サービ

ス 
商品一般 相談その他 

８，４９８ １，８２８ ５７２ ４７５ ４１６ ４１２ 
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６ 特殊販売（店舗によらない販売形態）に関係する相談件数 
 

(1) 各販売形態の年度別特徴 
○ 特殊販売に関係する相談件数は、平成２５年度以降急増していたが、平成２７年度は前年度に

比べて５５６件減少して４，３１７件となった。全相談件数に占める割合は５０．８％となり１．

４ポイント低下した。 

○ 「訪問販売」は平成２３年度に７４１件の相談が寄せられた以降は減少に転じ、平成２７年度

は４９９件と６７％程度まで減少している。その中で最も多いのは光回線に係る相談である。 

○ 「通信販売」はスマートフォンやタブレット等の普及を背景に、平成２７年度は前年度から２

４８件減少して２，８０９件となったものの、特殊販売の中での相談件数は大きな割合を占めて

いる。そのうち、１，５２２件（５４．２％）がアダルトサイトに係るワンクリック請求など、

架空請求・不当請求によるものである。 

○ 「マルチ販売」は近年増加傾向にあり、平成２７年度は前年度に比べて１２件増加した。主に

オンラインカジノのアフィリエイト（※）や化粧品に関係する相談が寄せられた。 
※アフィリエイトとは、一般的には提携先の商品広告を自分のウェブサイト上に掲載し、その広告をクリック

した人が提携先から商品を購入する等した場合、一定額の報酬を得られるというもの。 

○ 「電話勧誘販売」は平成２２年度以降増加傾向にあったが、平成２５年度の１，１９２件を境

に減少に転じ、前年度に比べて２５３件（２６．１％）減少し７１８件となった。特徴として、

インターネット通信サービスに係る勧誘や劇場型の投資詐欺、個人情報の削除サービス、魚介類

の送り付け商法などが挙げられる。 

○ 「訪問購入」に関する相談は７７件で前年度と同水準で推移している。主に貴金属買取及び不

用品買取である。平成２５年２月の改正特定商取引法施行後も法令違反が疑われる悪質な相談が

寄せられており、注意が必要である。 

 

 

 

図表１０．特殊販売の年度別内訳                        （単位：件） 

区     分 
平成２３年度 

(2011 年度) 

平成２４年度 

(2012 年度) 

平成２５年度 

(2013 年度) 

平成２６年度 

(2014 年度) 

平成２７年度 

(2015 年度) 

特  殊  販  売 （ Ａ ） ４，３６０ ４，２７７ ４，９０８ ４，８７３ ４，３１７ 

 訪問販売 ７４１ ７３１ ６２１ ５７７ ４９９ 

 通信販売 ２，６７６ ２，５０９ ２，８０５ ３，０５７ ２，８０９ 

 マルチ販売 １２３ １３７ １０４ １２９ １４１ 

 電話勧誘販売 ７４４ ７６８ １，１９２ ９７１ ７１８ 

 ネガティブオプション(送りつけ商法) ２０ ７６ ８５ １７ １４ 

 訪問購入 ― ※ １２ ４４ ８２ ７７ 

 その他無店舗販売 ５６ ４４ ５７ ４０ ５９ 

相 談 件 数 （ Ｂ ） ９，２２２ ９，０４４ ９，７０９ ９，３３９ ８，４９８ 

相談件数に占める割合 (Ａ/Ｂ) ４７．２％ ４７．３％ ５０．６％ ５２．２％ ５０．８％ 

※「訪問購入」は平成２５年２月の改正特定商取引法施行後の件数 
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 (2) 各販売形態の年齢別特徴 

 ○ 「訪問販売」については、年齢不明者を除くと７０歳以上からの相談が４７．０％を占めて

おり、他の年代を大きく引き離している。これは高齢者が昼間でも在宅の確率が高く、訪問販

売業者のターゲットになりやすいためと考えられる。これらの代表的な例では、リフォーム工

事や新聞、寝具等の販売などが挙げられる。  

○ 「通信販売」は、すべての年齢層において最も多い相談となっている。特に５０歳代以下の

年齢層では約７５％を占めており、インターネット通販などの電子商取引が各年齢層に広く

普及していることがうかがえる。 

○ 「マルチ販売」は、２０歳代からの相談が最多であった。これらの中には、学生や働き始め

たばかりの若者をターゲットに「絶対もうかる」などと勧誘する悪質な手口や友人からの勧

めにより契約を断れなかったケース等がある。 

 ○ 「電話勧誘販売」は、例年高齢者からの相談が多く、年齢不明者を除くと７０歳以上からの

相談が４５．６％を占めている。しかしながら平成２７年度の特徴として、高齢者の相談比率

は低下し、３０歳代から５０歳代における相談比率が約１.７倍に上昇している。これは光ファイ

バー通信契約・プロバイダ等の通信契約の電話勧誘に関する相談が多かったことが要因である。 

 ○ 「ネガティブオプション」は、前年度から健康食品の送りつけ商法が減ったことを背景に減

少傾向にある。数は多くないが、健康食品やカレンダー、海鮮類等、様々な商品の送り付け商

法が依然として発生しており、また海外から送られてくるケースもある。上記同様、７０歳以

上の割合が大きい。 

○ 平成２５年２月から法規制を受けるようになった「訪問購入」においても、高齢者を狙った

強引な訪問買取りが目立っている。年齢不明者を除くと、８３．６％が６０歳以上からの相談

である。 

 

図表１１．特殊販売の年齢別件数                       （単位：件） 

区     分 
２０歳 

未満 

２０歳

代 

３０歳

代 

４０歳

代 

５０歳

代 

６０歳

代 

７０歳 

以上 

年齢不明

者を除い

た合計 

合計 

 

訪問販売 14 51 36 33 34 41 185 394 
499 

 年齢別割合 3.6% 12.9% 9.1% 8.4% 8.6% 10.4% 47.0% 100% 

通信販売 174 289 390 505 336 312 268 2,274 
2,809 

 年齢別割合 7.7% 12.7% 17.2% 22.2% 14.8% 13.7% 11.7% 100% 

マルチ販売 3 49 10 17 15 13 17 124 
141 

 年齢別割合 2.4% 39.5% 8.1% 13.7% 12.1% 10.5% 13.7% 100% 

電話勧誘販売 5 20 42 92 65 94 267 585 
718 

 年齢別割合 0.9% 3.4% 7.2% 15.7% 11.1% 16.1% 45.6% 100% 

ネガティブオプ

ション 

(送りつけ商法) 
0 0 2 1 0 1 7 11 

14 

 年齢別割合 0% 0% 18.2% 9.1% 0% 9.1% 63.6% 100% 

訪問購入 0 1 1 2 6 15 36 61 
77 

 年齢別割合 0% 1.6% 1.6% 3.3% 9.9% 24.6% 59.0% 100% 

その他無店舗

販売 
0 7 6 5 6 7 14 45 

59 

 年齢別割合 0% 15.6% 13.3% 11.1% 13.3% 15.6% 31.1% 100% 

特 殊 販 売 計 196 417 487 655 462 483 794 3,494 4,317 

  ※年齢別割合は年齢不明者を除いた数値 
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７ 注目事例  
 

①移動通信サービス ～携帯電話等及びモバイル通信サービスに関する相談～ 

   平成２７年度の「移動通信サービス」に分類される相談件数は、前年度の１７１件から１

３１件（７６．６％）増加して３０２件となった。昨年度１０位だった事例が７位まで上昇

した。これに関する相談はスマートフォンやタブレット、Ｗｉｆｉルーター等の契約に関す

る料金プランの説明不足や解約料の請求に関する相談、セットで勧められた機器に関する契

約トラブルなどが寄せられた。 

 

【相談事例１】 

  ２か月前にスマートフォンを乗り換えたが、その際に無料特典と言われて○○○と○○○

を貰った。ところがその○○○の機器の端末代金が分割で請求されていることが分かった。

話が違うので苦情を申し入れ解約を要求したが、解約料を請求された。納得いかない。 

（４０歳代、男性） 

 

【相談事例２】 

  大手携帯会社よりＷｉｆｉルーターの電話勧誘があり、「容量無制限で値段も変わらずス

ピードが速く使い放題」と説明を受け、買い替えた。しかし実際は電波状況が悪く、全く使

い物にならない。契約時の説明と異なるので、無条件で解約したい。（４０歳代、女性） 

 

   【相談事例３】 

     街中のビルの入口で「今ならタブレットが無料。スマホも使い放題」と声をかけられ、無

料でタブレットを貰えるならと思い説明を聞いた。しかし自宅で書類を確認すると、大手通

信会社と思っていたら知らない通信会社で、タブレットの機種やメーカーも記載がなく不安

になった。届いた商品はまるで中古品のようで２，７００円を３６回払いするような物には

思えず、説明と異なると苦情を申し出た。しかし逆に通信契約解約料と端末代金の一括払い

を要求された。納得できない。（２０歳代、女性） 

 

②ＳＮＳに関連したトラブル 

   ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）とは、インターネット上において、

友人・知人等とつながり、交流することができるウェブサイト・サービスである。相談件数

は、平成２５年度は２４件、平成２６年度は４６件、平成２７年度は７６％増加して８１件

と増加の一途である。相談内容としては、ＳＮＳからの勧誘で有料の出会い系サイトに誘導

された、またはマルチ商法の勧誘を受けたなどがあり、またＳＮＳ上の広告から購入した商

品のトラブルに関する相談も寄せられた。 

 

【相談事例１】 

  ＳＮＳで知り合った人から「今の収入に満足しているか、副業に興味はないか」と言われ、

直接会って詳細な説明を聞くことになった。説明当日、知人ともう一人上位者が来ていて、

上位者から説明を受けた。稼げる内容というのは、オンラインカジノなどのアフィリエイト

であると聞かされた。ルールはよくわからなかったが、あまり悩まず一緒にやろうと言われ

た。その場でクレジットカードの申し込みをし、２０万円をリボ払いで決済をした。しかし

ホームページで調べると詐欺の可能性があると記載があり、解約したい。（１０歳代、男性） 

   

【相談事例２】 

  ＳＮＳのバナー広告で化粧品１個４，０００円を注文し、カード決済した。しかし２０日

経っても商品が届かず、１か月後にやっと届いた。ところが１個しか頼んでいないのに、自

分が申し込んでいない色々な商品が７個も入っていた。販売会社に問い合わせても返事がな

い。カード会社に請求額を確認したところ２０，０００円だったので、カード会社に苦情を

申し入れた。（５０歳代、女性） 
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③インターネット通販によるトラブル 

   インターネットの普及に伴い、インターネット通販のトラブルが増加している。特に近

年増加が顕著なのは前払いで料金を支払ったのに商品が届かない、偽物が届いたといった相

談やフリマサイトでの個人間売買トラブルである。平成２７年度寄せられた相談は２０２件

であり、過去最高を記録した前年度の２６５件からは５４件減少した。これらの多くは日本

人を狙った海外のサイトであり、トラブル後は連絡が取れなくなることがほとんどである。

商品別でみると大半は被服品だが、化粧品や眼鏡、その他建物設備（トイレの便座やフェン

ス、池の濾過装置）など幅広い商品に関する相談が寄せられている。 

 

【相談事例】 

インターネットで欲しかったスポーツシューズを見つけ注文した。「振込が確認出来たら

発送する」と記載があったため、ネットバンキングで支払った。注文受付メールには入金後

３日以内に連絡があるとあったが、連絡がなく商品も届かない。業者にメールしたところ、

「入金が確認できたのですぐ発送する」と返事があったが、商品が届かない。再度連絡した

ところ、郵便の追跡番号を教えられたが、その番号は全くのでたらめだったので、騙された

と思った。問い合わせも電話番号が無くメールのみになっているので今後連絡が取れなくな

る可能性がある。（３０歳代、男性） 

 

 

④健康食品 

   平成２７年度の「健康食品」に関連する相談件数は、前年度の１２８件から３８件増加し

て１６６件となった。なお平成２４年度から全国的に健康食品の送りつけ商法が多発し、平

成２５年度においては５２９件まで増加した。かつては高齢者を標的とし、注文していない

のに注文したとだます詐欺的な手口が大半であったが、昨今はインターネット通販で無料又

は安価な値段で初回商品を送付し、実は定期購入コースだったというような契約トラブルが

増加しており、若年者層でも相談が増えている。 

 

 
    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談事例】 

 スマートフォンで送料５００円の負担のみで健康食品を貰えるというサイトを見つけ、人

数限定だったので慌てて申し込んだ。使用したら身体に合わず解約を申し出たところ、「４

回の定期購入コース」と言われた。再度インターネットを確認したところ、小さい字で記載

はあったが、契約時にはよくわからなかった。解約はできないか。（４０歳代、女性） 



１４ 

 

 
 

その他① 劇場型勧誘  

   平成２７年度において「劇場型勧誘」に関する相談は１３９件であった。「劇場型勧誘」

とは、複数の登場人物が電話をかけて投資話を信用させ、消費者からお金をだまし取るもの

で、いわゆる「買え買え詐欺」と呼ばれる詐欺的商法で使われる悪質な手口である。 

平成２７年度では被害を受けた７８．４％が７０歳代以上と高齢者を標的にしており、１

件当たりの被害額が高額かつ被害回復も非常に困難という特徴があるため、特に高齢者は注

意が必要である。 

件数では前年度の３６８件と比べて２２９件減少したものの、実際に被害に遭った際の被

害額は依然として高額であり、平成２７年度の被害額の最高は２，０００万円であった。

「劇場型勧誘」に使われるトークは「ファンド型投資商品」をはじめとする金融商品を語る

ことが多いが、老人ホームの入居権や海外通貨、宝石、実態不明の権利など多岐に渡ってお

り、ニュース等で話題となった事象を利用した勧誘も散見される。 

近年では現金を宅配便で「書籍」などと偽らせて送金するよう指示してくる手口が横行し

ている。このような場合、いったん送金してしまうと証拠が残らず、被害回復は極めて困難

である。 

 

その他② プリペイドカード詐欺  

   「プリベイドカード詐欺」とは、消費者にコンビニ等でインターネット用プリペイドカード

を購入させ、そこに記載されたカード番号等を教えるよう指示してくる手口の詐欺である。イ

ンターネット用プリペイドカードはそれぞれの番号で管理されており、カード自体が無くても

番号さえわかれば利用することができるため、カードに記載された番号を相手に伝えることは

購入した価値をすべて渡したことと同様の意味がある。この手口が使われる時点で詐欺と考え

て良く、一旦相手にプリペイドカードを利用されてしまうと被害回復は非常に困難である。 

   なお、アダルトサイトのワンクリック請求やメールやＳＭＳによる架空請求における支払方

法として、銀行での振込ではなく、この手口で支払を求めてくることが多くなってきている。 
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図表１２．注目事例相談件数の年度別推移

移動通信サービス

劇場型勧誘

ネット通販トラブル

SNS関連

健康食品

※「劇場型勧誘」は平成 24 年度からの分類 


